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調査・報告

はじめに
食品添加物表示制度の在り方については、「食品

表示一元化検討会報告書」（平成24年８月９日公表）

において、食品表示の一元化の機会に検討すべき項

目とは別に検討すべき事項として位置付けられた。

また、消費者基本計画（平成27年３月24日閣議決

定）においては、個別課題として実態を踏まえた検

討を行う事項と整理された。

そのため、消費者庁において、平成31年４月に、

消費者、事業者および学識経験者などから構成され

る「食品添加物表示制度に関する検討会」（以下「検

討会」という）を開催し、令和２年２月まで全９回

にわたって検討を行った。同検討会の検討結果を取

りまとめた報告書について以下に述べる。

１．現行の食品添加物表示制度
食品添加物に関する現行の表示制度は、食品表示

法に基づき定められる食品表示基準第３条第１項に

おいて、使用した食品添加物については、物質名で

表示することが規定されているが、複数の組合せで

効果を発揮する食品添加物や、食品中にも常在する

成分である食品添加物は、一括名での表示が可能と

されている（図１）。また、物質名の表示は、一般

に広く使用されている名称（簡略名）や物質の化学

構造などから類別した名称（類別名）を有する食品

添加物にあっては、その名称をもって代えることが

可能とされている。

さらに、同項において甘味料、着色料、保存料な

どの八つの用途で使用した食品添加物については、

物質名のほか用途名の併記を行うこととされてい

る。

なお、栄養強化目的で使用した食品添加物につい

ては一部の食品を除き表示を要しないとされてい

る。

食品添加物表示制度に関する検討会について

消費者庁　食品表示企画課　課長補佐　髙
たかはし

橋　亨
とおる

【要約】
　平成31年４月から令和２年２月までの全９回にわたり、消費者庁において「食品添加物表示制度に関
する検討会」を開催し、消費者の食品添加物の表示の利活用の実態や、海外における食品添加物の表示制
度等も踏まえ、食品添加物表示制度の在り方について議論を行い、報告書を取りまとめた。
　消費者庁では、報告書の方針を踏まえ、消費者が表示から正しく情報を読み取り自主的かつ合理的な食
品の選択ができる制度の構築を行うとともに、制度の周知・普及を進めることとしている。
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２．今後の食品添加物表示制度
の方向性について

（１）検討会の検討経過
検討会では、海外の添加物表示制度、消費者意向

調査結果などのデータ、消費者団体等関係者および

事業者団体等関係者ヒアリングの結果を踏まえ、現

状の制度の検証とともに、以下について議論が行わ

れた。

○　�一括名表示、簡略名・類別名表示および用途

名表示の在り方

○　「無添加」、「不使用」の表示の在り方

○　栄養強化目的で使用した食品添加物の表示

○　�食品添加物表示の普及、啓発、消費者教育に

ついて

（２）今後の食品添加物表示制度の方向性
ア　�一括名表示、簡略名・類別名表示および用途

名表示の在り方

一括名表示、簡略名・類別名表示および用途名表

示は、これまで30年以上用いられてきたことから、

消費者にとってなじみがあり、一定の役割を果たし

てきたが、使用した個々の添加物が分からない場合

がある。同様に、用途名の表示に関しても、用途名

を併記させている添加物は８用途に限られているた

め、使用した添加物の用途が分からない場合がある。

これらについて、消費者団体等関係者からは現状

の表示制度を肯定する意見と省略せずにすべて表示

すべきとする意見に分かれ、事業者団体等関係者ヒ

アリングでは、おおむね現状の制度を肯定しつつも、

使用用途を知りたい消費者の意向や表示の国際整合

性に関する意見も挙がった。

一括名で

表示可

複数の組合せで効果を発揮することが多く、個々の成分まで全てを表示する必要性が
低いと考えられる添加物や、食品中にも常在する成分であるため、一括名で表示しても
表示の目的を達成できるために認められている。ただし、次長通知において列挙した添
加物を、示した定義にかなう用途で用いる場合に限る。
例：飲み下さないガムベース、通常は多くの組合せで使用され添加量が微量である香

料、主に調味料として使用されるアミノ酸のように食品中にも常在成分として存在するも
の 等

イーストフード、ガムベース、
かんすい、酵素、光沢剤、香
料、酸味料、調味料、豆腐
用凝固剤、苦味料、乳化剤、
ｐＨ調整剤、膨張剤、チュー
インガム軟化剤

用途名

併記

消費者の関心が高い添加物について、使用目的や効果を表示することで、消費者の
理解を得やすいと考えられるものは、用途名を併記する。
例：甘味料(サッカリンNa)、着色料（赤色３号）、保存料（ソルビン酸）

甘味料、着色料、保存料、
増粘剤、酸化防止剤、発色
剤、漂白剤、防かび剤

表示不要
最終食品に残存していない添加物や、残存してもその量が少ないため最終食品に効

果を発揮せず期待もされていない添加物等については、表示が不要。

加工助剤、キャリーオー
バー、栄養強化の目的で使
用※３

原材料名： 小麦粉、砂糖、植物油脂（大豆を含む）、鶏卵、アーモンド、バター、

異性化液糖、脱脂粉乳、洋酒、でん粉

添加物※2： ソルビトール、膨張剤、香料、乳化剤、着色料（カラメル、カロテン）、

酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ）

表示例

一括名表示

用途名併記

添加物表示部分

＜例外＞

○ 原則として、使用した全ての添加物を「物質名※１」で食品に表示。

添加物表示の例外

※１ 物質名は、簡略名等を用いることができる。
※２ 原材料名の欄に原材料名と明確に区分して表示することができる。
※３ 特別用途食品、機能性表示食品については表示が必要。また、食品表示基準別表第４で別途定める表示を要する食品もある。

食品添加物表示（加工食品）

図１　現行の食品添加物表示の例

出典：「第１回食品添加物表示制度に関する検討会」資料２より抜粋
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そこで、検討会では、添加物およびその表示制度

について食品表示の国際基準であるコーデックス規

格（以下「コーデックス」という）との違いを整理

した上で、コーデックスに基づく表示例を作成した

（図２、表）。この表示例を用いて現状の制度と比較

して検討した結果、①一括名表示、簡略名・類別名

の表示については、文字数の大幅な増加による表示

可能面積と見やすさ・分かりやすさのバランスを考

慮する必要があること②食品添加物の国際番号シス

テムによる番号（INS番号）で置き換えることがで

きないものが存在することなど③用途名の表示につ

いてはコーデックスの機能分類（用途名）が、わが

国の表示制度には存在しないなじみのない分類もあ

ること④複数の機能を持つ添加物の用途名は事業者

による差異が生じやすく、消費者が用途について誤

認する恐れもあること－などから、現状維持が適当

とした上で、使用した個々の添加物について、容器

包装への表示義務とは別に、事業者は消費者への情

報提供に努めることとされた。

日本 コーデックス 米国 カナダ 豪州 中国 仏国

表示順 原材料と区分
して重量順

重量順 重量順 原材料の後
ろに任意の
順

重量順 原材料と区分
して重量順

重量順

表示方法 一般名
（物質名）

一般名
（具体名）
国際番号

一般名 一般名 一般名
（名称）
コード番号

一般名
（具体名）
ＩＮＳコード

一般名
（物質名）
Ｅ番号

用途名併記 ８種類 25種類 ５種類 確認できず 25種類 22種類 24種類

一括名対象 14種類 ガムベース、
着香料、加
工デンプン

香料 香料、調味料、
ガムベース

香料 香料 デンプン、ガ
ムペース

栄養強化の
目的で使用さ
れるもの

表示免除（一
部の食品を除
く）

添加物では
ない

規定から削
除

添加物では
ない

添加物では
ない

添加物では
ない

添加物では
ない

加工助剤 表示免除 表示免除 表示免除 表示が必要
（添加物では
ない）

表示免除（添
加物ではな
い）

表示免除 表示免除

キャリーオー
バー

表示免除 表示免除 表示免除 表示免除（条
件つき）

記載なし 表示免除（条
件付き）

表示免除

食品添加物に関する諸外国の表示制度（概要）

調査目的：

食品添加物表示の在り方の検討に資する基礎資料を収集、整理するため、食品表示一元化検討会資料である、中間論点整理
についての意見募集に寄せられた意見も参考に、海外の食品添加物表示制度について把握すること。

図２　コーデックス規格および各国における食品添加物に関する表示制度の概要

出典：「第１回食品添加物表示制度に関する検討会」資料２より抜粋
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イ　「無添加」、「不使用」の表示の在り方

（ア）　「無添加」、「不使用」等の表示

食品表示基準上、添加物が不使用である旨の表示

に関する特段の規定はなく、現状では、食品関連事

業者が任意で「無添加」、「不使用」などの表示を行っ

ている。消費者意向調査結果では、例えば「○○不

使用」という表示について、○○のみならず全く添

加物を使用していないという印象を持つ消費者が存

在することも分かった（図３）。

ヒアリングでは、消費者団体等関係者、事業者団

体等関係者共に、「無添加」などの表示は不要、規

制が必要との意見が挙がった。

検討の中では、食品表示基準第９条で規定する表

示禁止事項の解釈を示す食品表示基準Q＆Aが網羅

的でないことなどが指摘された。また、各業界で策

定する公正競争規約にばらつきもあり、「無添加」

などの表示について何らかの方策を講じる必要性が

あることが委員の総意とされた。

この点、「無添加」などの表示の法的禁止につい

ては、食品添加物を使用せずに食品を製造する事業

者の存在および監視指導の実行可能性の観点から、

一律に禁止することは妥当でないと考えられた。他

※　グリシンは「日持向上剤」という用途名で仮に表示。
出典：「第６回食品添加物表示制度に関する検討会」資料２より抜粋

〈簡略名・類別名使わず、全てに用途名併記する場合（コーデックス型）〉
名　　称 ミックス弁当

原材料名
ごはん、鶏唐揚げ（小麦を含む）、煮物（里芋、人参、ごぼう、その他）（小麦・
大豆を含む）、焼鮭、スパゲッティ（小麦・大豆を含む）、エビフライ（小麦・卵・
大豆を含む）、ポテトサラダ（卵・大豆を含む）、大根刻み漬け

添加物

調味料（Ｌ－グルタミン酸ナトリウム、Ｌ－アスパラギン酸ナトリウム、コハク
酸一ナトリウム、5’-リボヌクレオチド二ナトリウム、ＤＬ－アラニン、ＤＬ－
メチオニン、コハク酸二ナトリウム）、ｐＨ調整剤（クエン酸、クエン酸三ナト
リウム）、日持向上剤※（グリシン）、着色料（カラメルⅠ、オレンジ色素、食用
赤色102号、食用赤色106号、ベニバナ黄色素）、香料、膨張剤（炭酸水素ナト
リウム、グルコノデルタラクトン、炭酸カルシウム）、甘味料（カンゾウ抽出物）、
保存料（ソルビン酸カリウム）

〈INS番号を用いる場合（コーデックス型）〉
名　　称 ミックス弁当

原材料名
ごはん、鶏唐揚げ（小麦を含む）、煮物（里芋、人参、ごぼう、その他）（小麦・
大豆を含む）、焼鮭、スパゲッティ（小麦・大豆を含む）、エビフライ（小麦・卵・
大豆を含む）、ポテトサラダ（卵・大豆を含む）、大根刻み漬け、付け合わせ

添加物

調味料（621、L-アスパラギン酸ナトリウム、コハク酸一ナトリウム、635、
DL-アラニン、DL-メチオニン、コハク酸二ナトリウム）、pH調整剤（330、
331（ⅲ））、日持向上剤※（640）、着色料（150a、160a（ⅱ）、124、食用赤
色106号、ベニバナ黄色素）、香料、膨張剤（500（ⅱ）、575、170）、甘味料（カ
ンゾウ抽出物）、保存料（202）

表　使用した食品添加物の表示例について
〈現行制度による表示例〉
名　　称 ミックス弁当

原材料名
ごはん、鶏唐揚げ（小麦を含む）、煮物（里芋、人参、ごぼう、その他）（小麦・大
豆を含む）、焼鮭、スパゲッティ（小麦・大豆を含む）、エビフライ（小麦・卵・大
豆を含む）、ポテトサラダ（卵・大豆を含む）、大根刻み漬け

添加物 調味料（アミノ酸など）、ｐＨ調整剤、グリシン、着色料（カラメル、カロチノイド、
赤102、赤106、紅花黄）、香料、膨張剤、甘味料（甘草）、保存料（ソルビン酸Ｋ）
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方、食品表示基準Q&Aの改正については、その性

格からして網羅的なものとなり得ず、「無添加」な

どの表示による一部の消費者の誤認をなくすため

に、より明確かつ効果的な方策が求められたことか

ら、検討会としては、食品表示基準第９条で規定す

る表示禁止事項のメルクマールとなるガイドライン

を新たに策定することが提案された。なお、ガイド

ラインの策定などを通じて、既存の公正競争規約の

改正などが促されることによって、誤認を生じさせ

る恐れのある「無添加」などの表示が行われなくな

ることが期待される。

（イ）　「人工」、「合成」の用語

消費者意向調査結果では、添加物に関して「人工」、

「合成」といった文言があると避けるという消費者

が存在することが分かった。事業者団体等関係者ヒ

Ｑ５.現在販売されている食品には、「人工甘味料無添加」、「保存料を使用していません」、
「合成着色料不使用」、「添加物不使用」など、添加物を使用していない旨の表示が見られます。
あなたは購入時の商品選択の際に参考にしていますか。（ひとつだけ）

・「同じ類の食品であれば、「○○を使用していない」、「無添加」の表示がある食品を購入して
いる」が39.4％と最も多かった。

Ｑ６.（購入時の商品選択の際、「無添加」等の「表示がある食品を購入している」という方にお伺い
します）あなたが「○○を使用していない」、「無添加」の表示がある食品を購入する理由をお教
えください。（いくつでも）

・商品選択時に表示がある商品を購入している者の理由としては、「安全で健康に良さそうなた
め」が72.9％と最も多かった。

N=

N=

図３　食品添加物表示に関する消費者意向調査の概要

出典：�「第１回食品添加物表示制度に関する検討会」資料２および「第５回食品添加物表示制度に関す
る検討会」資料３より抜粋
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アリングでは、「化学調味料」のように、食品表示

法上その定義が不明確な用語の表示は、添加物に対

する消費者の理解に影響するとの意見もあり、検討

会では、消費者の誤認防止などの観点から、食品表

示基準にある「合成」および「人工」を冠した食品

添加物表示の規定については、委員の総意として削

除することが適当であるとされた。

なお、「化学調味料」のような法令上にない用語

の使用についても上記ガイドライン策定段階で検討

されることが望ましいとされた。

ウ　栄養強化目的で使用した食品添加物の表示

栄養強化目的で使用した食品添加物については、

昭和63年当時、諸外国において食品添加物として

扱っていない状況などを踏まえ、調製粉乳等、栄養

に配慮が必要な食品以外ではその表示を要しないと

されていた。一方で、JAS法では、食品に応じた

規格を設け、栄養強化目的であっても使用した食品

添加物は表示することとされており、両法において

栄養強化目的で使用した食品添加物の表示の考え方

に違いがあった。この双方の制度を食品表示基準に

そのまま取り入れた結果、表示義務がある食品とな

い食品が存在し、消費者にとって分かりにくい状況

となっている。また、国際的に見ても、コーデック

スやEU、豪州などにおいては、栄養強化目的の物

質を食品添加物としていないものの、使用した物質

は全て表示させている。このため、栄養強化目的で

使用した食品添加物は「表示を要しない」という規

定を見直し、原則全ての加工食品に栄養強化目的で

使用した食品添加物を表示させる方向で検討するこ

とが適当とした上で、現在の表示状況、消費者の意

向、事業者への影響の実態などについて調査を実施

するとともに、消費者委員会食品表示部会における

「表示の全体像」に関する議論も踏まえ、最終的な

結論を得ることが適当であるとされた。

エ　�食品添加物表示の普及、啓発、消費者教育に

ついて

検討の結果、より効果的、効率的に食品添加物表示

制度に関する普及・啓発等を行っていくために、行政、

消費者団体、事業者団体などがそれぞれの強みを生か

して連携し、対象とする世代に応じたアプローチ、例

えば、食育を通じた取り組み、学生のみならず学生に

教える立場の栄養教諭や栄養士などの専門職を対象と

した取り組みの実施に努めることとされた。

また、検討会における検討事項は食品添加物の表

示に関するものではあるが、その表示の普及のほか、

食品添加物の安全性や使用目的などについて併せて

普及、啓発を行うことが、食品表示の理解を深める

ために適当とされた。

３．分かりやすい食品添加物表
示制度の構築に向けて

現在、消費者庁では今回取りまとめられた報告書

の方針を踏まえ、食品添加物の表示および食品添加

物の役割などの普及啓発に向けた検討、「人工」お

よび「合成」の文言削除に関する食品表示基準改正

に向けた検討、ならびに「無添加」などの表示に関

するガイドライン策定に向けた必要な検討を始めて

いる。

上記の内容を着実に進め、消費者が表示から正し

く情報を読み取り自主的かつ合理的な食品の選択が

できる制度の構築を行うとともに、消費者の制度変

更に対する理解の浸透および食品関連事業者が円滑

に表示変更に取り組めるよう、十分な準備期間を設

けた上で、制度の周知・普及を進めることとしている。

（参考）食品添加物表示制度に関する検討会

https://www.caa.go.jp/policies/policy/

food_labeling/meeting_materials/review_

meeting_003/


